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ユニセフの人道支援活動に関する情報は、以下にお問いあわせください。 

 

 

レポートの全文（英文要約版と英文フルレポート）は、2007 年 1月 29 日夕刻以降、ホームページ www.unicef.or.jp でご

覧戴けます。 
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自然災害や紛争は、世界中の子どもと女性の命を奪い続けています。2006 年は、アフリ

カの角地域の大規模洪水や、南アジアで数多く発生した台風など、自然災害が数多くの

人々の生活を脅かす状況が、かつてないほど程頻繁した年でした。アフガニスタンやコン

ゴ民主共和国、パレスチナ自治区、スリランカ、スーダンでは、女性と子どもが、長引く紛

争の影響を受け続けています。 

 

ユニセフは、その 60 年の歴史の中で、弱い立場にある女性と子どもの命を守るためには、

各国政府、地元のコミュニティ、人道支援機関と支援国の人々の連携が必要であることを

学びました。ユニセフは昨年、様々な緊急事態に対し、より効率的に人道支援活動に貢

献できるよう、他の協力機関とともに新しい取り組みを始めました。「クラスターアプローチ」と呼ばれるこの試みは、コ

ンゴ民主共和国、リベリア、ソマリア、ウガンダの 4 カ国で試験的に導入されました。また、昨年中に新たに発生した 2

つの緊急事態（ジャワ島地震とレバノン紛争）や、コートジボアールでも試行されました。ユニセフは、この中で、栄養、

水と衛生、情報の収集と共有の分野で主導的な役割を果たし、教育の分野でも重要な役割を果たしています。また、こ

のアプローチの導入によって、様々な人道支援機関が数々の新しい手法を取り入れるようになり、これまでのところ、

全体的な支援活動の効率が向上していると関係各機関から評価されています。ユニセフは、こうした国際的な人道支

援活動の改革を支持するとともに、人道支援活動における独自の指針（Core Commitments for Children in 

Emergency）に基づき、全ての分野において人道支援活動の改善の必要性を訴えます。 

 

2006年、ユニセフは、53の国と地域の人道支援活動に総額12億ドルの支援を訴えました。2006年11月現在、この要

請に対し、国際社会から、おおよそその半分にあたる資金が寄せられ、数多くの女性と子どもの命や生活を守りました。

しかし、依然として極度の資金不足に悩むユニセフの現場も少なくありません。アンゴラやネパールのような、国際社

会から忘れられた、または「目立たない」場所での人道支援活動に対しては、必要とされる資金のわずか 38％しか調

達されませんでした。十分な資金提供がなくては、何百万もの子どもたちの命を守る必要最低限の活動すらおぼつき

ません。こうした子どもたちの命は、依然として危険にさらされています。 

 

ユニセフは、女性と子供たちの権利を保護することに取り組んでいます。ユニセフが発行している「世界子供白書

2007」では、子供の権利の実現やミレニアム開発目標の達成の大きな妨げになっているものの一つが女性差別である

ことを示しています。非常事態の中に存在する疑いようもない事実です。我々は、世界中の子供たちを取り巻く状況の

改善のためには、子供と女性の地位を図り、彼らが非常事態を含む彼らの命に影響を及ぼす事柄に関することに対し

ての意思決定に参加できるように努めなければなりません。 

 

2007年版ユニセフ人道支援活動レポートは、世界 33の国と地域でユニセフが展開する人道支援活動と必要な支援の

内容を概説しています。こうした状況におかれている子どもや女性たちの命や生活を守るために、引き続き、皆様のあ

たたかいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

アン M. べネマン 

ユニセフ事務局長 
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自然災害や紛争地（紛争直後の地域）における女性と子どもたちの保護と支援 

 

「世界は、（途上国の）開発、保健、教育を進めてゆくにあたり、 

女性や女の子のエンパワーメント（社会的地位の向上）が 

最も有効な手段であるということに気づき始めている。 

紛争を予防し、もしくは紛争後の和平を確立すること。 

それ以上に、重要な事があるでしょうか？」 

 

国連事務局長 コフィ・A・アナン ‒ 2006 

 

自然災害や紛争などの非常事態は、女性や子どもの生活を崩壊するだけでなく、子どもたちの将来に重大な影響を与

えます。長年、世界中で人道支援活動を展開してきたユニセフは、こうした現場で、女性が生きるために必要な最低限

の支援を受けられないことの最終的な犠牲者が、子どもたちだということを知っています。しかし、様々な危機の中で、

住む場所を追われているのが、圧倒的に女性と子どもであるのが現実です。過酷なキャンプ生活では、男性よりも、飢

えや恐怖に怯える病気の子どもを抱える女性のほうが、生き残ることが難しいのです。 

 

国連安全保障理事会は、紛争中や紛争後の世界で、機会さえ与えられれば、女性が平和と安定を促進させる重要な

役割を担うと認めています。ユニセフは、紛争や自然災害などの状況の中でも、女性の社会的地位の向上を支援する

ことが、（同様の方向を向いて）各国で進められている様々な改革とともに推し進められることによって、子どもの死亡

率が大きく改善するものと確信しています。 

 

ユニセフが昨年 12 月に発行した『世界子供白書 2007 女性と子供：ジェンダーの平等がもたらす二重の恩恵（仮邦

題）』は、“二重の差別”、すなわち、女性への差別が、子どもの生存・成長・発達に悪影響を与えることを報告していま

す。そして（この問題を改善するため）、家庭内で女性の意思決定力を向上し、女性の教育と雇用機会を促進し、政治

への女性の参加を促すなどの戦略が求められていると訴えています。 

 

紛争や自然災害は、子どもの命を奪い、（生き残った）子どもたちの将来に影響を与えます。国際的な医学雑誌、

『Lancet』誌は、世界の子どもの死亡の 90％が 42 の国々で起こっており、その半数以上の国で紛争が起こっていると

報告しています。女性や子どもたちが住む場所を追われることは、子どもの養育をサポートしていた公式・非公式のネ

ットワークが消滅することを意味します。その結果、子どもたちは貴重な教育の機会を失い、保健サービスや栄養を得

る権利を奪われ（母乳への悪影響も含まれます）、暴力や搾取に晒されてしまいます。そんな中、ただ生き延びるため

に、女性や子どもたちは、日々大きなリスクに直面しなければならないのです。 

 

こうした状況における女性や子どもの死亡の 50％～95％が、4 つの感染症によるものと言われています。ヨーロッパ北

部地域の死亡率は3,900人中1人ですが、度重なる戦争と干ばつの影響を受けている西アフリカでは、女性の13人に

1 人が 妊娠や出産が原因で命を落としています。また、母親がいない新生児は、母親がいる新生児と比較して 3～10

倍も死亡率が高いのです。 
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女性はまた、こうした状況に置かれた場合、『糧を得る役割』と『保護者』としての二重の役割を背負わなければならず、

乳幼児に食事を与えたり養育したりする機会が奪われがちです。また、紛争の中で、女性が食べものや料理のための

燃料を調達する際には、地雷や性的搾取などのリスクが増大します。 

 

性的暴力もまた、紛争や自然災害の直接的な結果の一つです。ダルフール、コンゴ民主共和国、ウガンダ北部では、

女性や女の子が、性的目的で奴隷にされたり、『妻』として軍隊に参加させられる状況が頻繁に発生しています。また、

レイプが戦争遂行の手段の一つとなっています。性的暴力はまた、特に女性と子どもたちの間に HIV/エイズを蔓延さ

せています。 

 

多くの女の子が、男女間の不平等から学校に通うことができないか、（男の子と較べて）不十分な教育しか受けられな

い状態に置かれています。こうした状況が、自然災害や紛争などにより、より深刻になっています。女の子は食糧を作

り、集め、料理するべきであるとの考えが、女の子を学校から排除しており、（保護者が選択を迫られた場合）男の子が

優先的に教育を受ける機会が与えられているのが現状です。 

 

男女の不平等と人道支援活動 

 

しかしなから、紛争や自然災害は、女性や女の子の生活を改善し、有害な影響がある社会的な環境を変える機会にも

なっています。例えば： 

 

人道支援活動の内容を決定する過程に女性の参加を増やす： 例えば、ユニセフは、ウガンダ北部、シエラレオネ、ス

ーダンで、地域の人々のグループが主体となって、武装グループに参加していた子どもたち（女の子も含む）の社会復

帰支援活動を計画・実行するよう支援しました。 

 

「証拠」に基づく（戦略立案などの）研究活動を支援する： 2005年に、出生10万件中6500件と、非常に高い妊産婦死亡

率が報告されたアフガニスタンのバダクスシャンでは、保健医療関連の予算・人的資源を大幅に女性の健康増進のた

めに割くよう、保健医療戦略が大幅に変更されました。 

 

家庭内で女性が意思決定する機会を増やす： 家庭内での女性の意思決定の機会や家庭内経済を女性がコントロー

ルする機会が増えることで、女性の栄養状態だけではなく、出産前・出産時のケアや授乳の改善が図られ、１～3 歳の

子どもの発育障害が軽減されます。 

 

全ての子どもに平等に教育の機会を提供する： 授業料を廃止したり、「女の子に優しい」学校を造ること（女子トイレを

確保するなど）は、紛争地や自然災害の被災地で特に重要な意味を持ちます。例えば、ダルフールでは、紛争が続く

中にも関わらず、女の子の教育状況が飛躍的に改善されました。コンゴ民主共和国、エチオピア、ケニアでは、授業料

が廃止されたため、貧しい家庭からの子どもたちが、男女の区別無く小学校に通うことが出来るようになりました。 

 

和平の創設や平和構築プロセスに積極的に女性を参加させる： 最近の研究は、国際的、国内的、地域的いずれのレ

ベルにおいても、女性の政治参加が、子どものためのアドボカシーに影響を与えることが示唆しています。 
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母子の健康に影響を及ぼす各国の政策の改革を支持する： 自然災害や紛争は、その国の母子保健に直接関わる政

府方針を変革させる機会になることがあります。例えば、アフガニスタン、インドネシア、ニジェールでは、人道支援活

動が展開された時に粉ミルクの使用が制限され、それを基に、母乳育児を推進する国家政策が策定されました。 

 

男性や男の子を「男女平等を実現させるための戦略（gender-equality strategies）」に参加させる： 男性や男の子の意

識を変え、そういう彼らを支えてゆくことは、女性や女の子が影響される様々な意思決定プロセスの改善につながりま

す。ケニヤ、パキスタン、ウガンダをはじめとする世界各地で、子どもの養育に参加し、面倒を見、女性と子どもの権利

を守る活動に参加する男性や男の子の数が増えています。 

 

結論 

 

紛争や自然災害は、女性と子どもの命を脅かし、既に存在していた両者に対する様々な差別を助長させます。ユニセ

フは様々な場所で人道支援活動を展開してゆく中、他の国連機関やとNGOなどのパートナーとともに、どんなに悲惨な

状態であっても、こうした状況を改善する可能性が存在するということを学んできました。このためには、女性や女の子

の積極的な参加を阻害している政策や習慣の改善への取りくみに対する確たる支持とともに、様々な社会サービスを

強化・拡充させることが必要です。こうした２つの取り組みが並行されることによって、女性や女の子の罹病率、死亡率

が改善され、女性や女の子の権利が守られるのです。 

 

私たちは、社会サービスの提供や政策改革を通じて、一丸となって男女格差の是正に取り組まなければなりません。

女性に決定権を与え、教育や雇用の機会を提供し、女性の政治参加を促進することは、子どもたちの命を守ることにも

つながるのです。 
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